
【１】（共同住宅以外）事前審査機関での事前審査後に所管行政庁へ認定申請する場合

【２】（共同住宅）事前審査機関での事前審査後に所管行政庁へ認定申請する場合

【３】直接所管行政庁へ認定申請する場合
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（土木事務所）
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（佐賀県建築住宅課）
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（佐賀県建築住宅課）

①事前審査
依頼

②確認書又は
住宅性能評価書（改正後）の交付

③確認書又は住宅性能評価書（改正後）
を添付して認定申請

④認定（通知書の交付）

①認定申請

②認定（通知書の交付）

①事前審査
依頼

②確認書又は
住宅性能評価書（改正後）の交付

③確認書又は住宅性能評価書（改正後）
を添付して認定申請

④認定（通知書の交付）


